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１．概要  

  本資料は、廃棄物管理施設の技術基準に関する規則「第四条  核燃料物

質の臨界防止」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載

すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものであ

る。  

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。  

 

２．本資料の構成  

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。なお，廃棄物管理施設には SA 設

備の対象がないため，発電炉の SA 設備に係る記載は比較対象としない。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較  

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。  

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開  

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、対象設備を展開する。  

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開  

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。  

  別紙４：添付書類の発電炉との比較  

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）  

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出  

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。  

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ  

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。  
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廃棄物管理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和５年１月５日　R０

(1/1)

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 0

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 0

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 － －
※基本設計方針の内容で技術基準規則への適合性は説明できていることから、添付
書類への展開は対象外とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 － －
※基本設計方針の内容で技術基準規則への適合性は説明できていることから、添付
書類への展開は対象外とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 － －
※基本設計方針の内容で技術基準規則への適合性は説明できていることから、添付
書類への展開は対象外とする。

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

臨界00-03　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（臨界）】

別紙
備考
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令和５年１月５日 Ｒ０ 
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基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四条 （核燃料物質の臨界防止）（1 / 1） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

（核燃料物質の臨界防止） 

第四条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃

棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するお

それがある場合において、臨界を防止するため

に必要な措置が講じられたものでなければなら

ない。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 核燃料物質の臨界防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設は核燃料物質が臨界に達する

おそれがある場合においては，臨界を防止する

ための措置を講じる設計とする必要があるが，

①-1 

 取り扱うガラス固化体中の核分裂性物質の含

有量は小さく，臨界に達することは考えられな

いことから，臨界を防止するための措置を講ず

る必要はない。①-2 

 

四、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並び

に廃棄の方法 

 Ａ．廃棄物管理施設の位置，構造及び設備 

 ロ．廃棄物管理施設の一般構造 

(６) その他の主要な構造 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 核燃料物質の臨界防止 

 廃棄物管理施設で取り扱うガラス固化体中の

核分裂性物質の含有量は小さく，臨界に達する

ことは考えられないことから，臨界を防止する

ための措置を講ずる必要はない。①-2 

 

 

 

 

 

（核燃料物質の臨界防止） 

第十条 廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨

界に達するおそれがある場合には、臨界を防

止するために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 廃棄物管理施設で取り扱うガラス固化体中の

核分裂性物質の含有量は小さく，臨界に達する

ことは考えられないことから，臨界を防止する

ための措置を講ずる必要はない。◇1  

 

 

発電炉の基本設計

方針については、

当該条文の比較対

象となる基本方針

がないため記載し

ない。 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
：許可からの変更事項等 

 

【凡例】 

【許可からの変更点】 

臨界に係る技術基準規則要求について記

載。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

 

1 

 

別紙１② 

 

第四条（核燃料物質の臨界防止） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
核燃料物質の臨界防止に係る

基本設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

1項 

（第 10条） 
－ － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 
３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
前後述の本文に重複した記載があることから，基本設計

方針に記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

－ － 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

1

１．　核燃料物質の臨界防止

廃棄物管理施設は核燃料物質が臨界に達するおそれがあ
る場合においては，臨界を防止するための措置を講じる
設計とする必要があるが，取り扱うガラス固化体中の核
分裂性物質の含有量は小さく，臨界に達することは考え
られないことから，臨界を防止するための措置を講ずる
必要はない。

冒頭宣言
―

基本方針
― ― ―

仕様表 添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙３ 
 
 
 

基本設計方針の添付書類への展開 
 

※基本設計方針の内容で技術基準規則への適合性は説明できていることか
ら、添付書類への展開は対象外とする。 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 

 
※基本設計方針の内容で技術基準規則への適合性は説明できていることか

ら、添付書類への展開は対象外とする。 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※基本設計方針の内容で技術基準規則への適合性は説明できていることか
ら、添付書類への展開は対象外とする。 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙６ 
 
 
 

変更前記載事項の 
既設工認等との紐づけ 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

 １．核燃料物質の臨界防止 

 

廃棄物管理施設は核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合においては，臨界を防止するための

措置を講じる設計とする必要があるが，取り扱うガラス固化体中の核分裂性物質の含有量は小さく，

臨界に達することは考えられないことから，臨界を防止するための措置を講ずる必要はない。 

 

 

 

 

既設工認に記載はないが，技術基準規則に示す臨界管理の考え方に係る記載であり，既設工認時よ

り考え方に変更がないため，変更前に記載。 

【凡例】 

：その他既設工認に記載されていないが，従前より設計上考慮して 

 実施していたもの 
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